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戦間期の筑豊諸炭鉱における鉱夫統轄
- 納屋制度から直轄制度へ-

鮎 川 伸 夫

Ⅰ は じめ に

筆者はさきに,戟間期における筑豊の石炭産

業の直接的生産過程の発展を考察し,採炭機構

の合理化によって,石炭産業の生産の編制が,

残柱式採炭方式 ･-先編成労働組織 ･手掘採炭

を基本とする投階から,長壁式採炭方式 ･共同

採炭労働組織 ･機械採炭を基本とする段階へと

発展し,筑豊主要炭鉱に工場体制が一応の成立

を見たこと,また,それにともなって労働に対

する資本の指揮権もまた新たな段階-と発展し

たことをみた1)｡

本稿の課題は,前稿のいわば続編として,戟

間期の筑豊諸炭鉱の労資関係 ･鉱夫統轄の変

化 ･特質を考察することにある｡いいかえれば,

前稿でみた労働過程に村する資本の指揮権の強

化 ･発展が,労働力再生産過程をも含む鉱夫統

轄全体にいかなる変化をもたらしたのかを考察

することである2)｡戦間期における筑豊諸炭鉱

の労資関係は,基本的には採炭機構の合理化と

炭鉱労働運動のありように規定されつつ,納屋

制度の廃止 ･直轄制度への移行と労資協調機関

や福利施設による鉱夫統合とを主軸として再編

された｡この点に関してはすでに少なくない先

行研究があるが3),本稿では納屋制度から直轄

1) 拙稿 ｢戟間期における採炭機構の合理化 と労働指揮

権｣(史学研究会 『史林』第79巻第3号1996年 5月)｡

2) 本稿では ｢鉱夫｣を炭鉱労働者を意味する用語として

使用する｡｢坑夫｣ と表現する場合には採炭夫を中心と

する坑内夫の意味で使用する (ただし資料の引用の場合

は,この限りではない)0

3) この点に関連する論文を収めた主な著作としては,間

宏 『日本労務管理史研究』(ダイヤモンド社,1964年),

隅谷三喜男 『日本石炭産業分析』(岩波書店,1968年)/

制度への移行にともなう鉱夫統轄のあり方の変

化を個別炭鉱の実態に即してあとづけるととも

に,その変化のもつ意味をとらえ直してみたい｡

というのも,従来の研究はともすれば鉱夫統轄

のシステム上の変化の考察に重点がおかれ,そ

の実態の面からの考察は不十分なように思われ

るからである｡ 実態に即してみた場合,鉱夫統

轄の変化が炭鉱資本と鉱夫に対してもつ本質的

な意味,したがってまた労働に対する資本の指

揮権4)に対してもつ意味もまた明らかになるの

ではないかというのが,筆者の問題意識である｡

したがって本稿では,企業側のみでなく労働者

側からの資料もふくめて,鉱夫統轄の具体的な

実態を重視しつつ考察を進めたい｡

主な事例としては,三菱方城炭鉱,月島大之

浦炭鉱,三井田川 ･山野炭鉱をとりあげる｡後

にみるように三菱 ･月島 ･三井は筑豊を代表す

る三大炭鉱資本であったからである｡ そのさい,

三菱方城炭鉱については納屋制度そのものの衰

退の過程を,貝島炭鉱については納屋制度の残

存形態たる飯場頭の実態を,三井田川 ･山野に

ついては納屋制度に替わる直轄制度のもとでの

＼同 『日本賃労働の史的研究』(御茶の水書房,1976年),

吉村朔夫 『日本炭鉱史私注』(御茶の水書房,1984年),

田中直樹 『近代日本炭鉱労働史研究』(草風館,1984年)

西成田豊 『近代 日本労資関係史の研究』 (東京大学出版

会,1988年),荻野喜弘 『筑豊炭鉱労資関係史』 (九州大

学出版会,1993年)などがある｡また,納屋制度に関す

る研究としては,大山敷太郎 『鉱業労働と親方制度』
(有斐閣,1964年),村串仁三郎 『日本炭鉱賃労働史論』

(時潮社,1976年)などがある｡

4) ｢労働に対する資本の指揮権｣(労働指揮権)に関し

ては,カール ･マルクス 『資本論』第 1巻,328ページ,

および尾崎芳治 『経済学と歴史変革』 (青木書店,1990

年),16ページほか参照｡
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第 1表 1930年 5月における筑豊諸炭鉱の企業別鉱夫数および出炭高

ll

資本 (企業) 三 井 三 菱 住 友 古 河 月

島 明 治炭 坑 数 5坑 4坑 1坑

2坑 6坑 7坑鉱 夫 数 8,452人 10,392人 3,741人 2,09

9人 ll,212人 5,924人対組合全鉱夫比率 ll.2% 13.8

% 5.0% 2.8% 14.9% 6.7%1930年 5月出炭高 139,233t 152,300t 38

,200t 27,579t 137,367t 95,871t対組合仝出炭比率 14.5% 15.8% 4.0% 2.

9% 14.3% 10.0%資本 (企業)

麻 生 他の大手 大 手 計 中 小 総 計炭 坑 数 6坑 8坑 39坑計

27坑計 66坑計鉱 夫 数 7,738人 ll,810人 61,3

68人 14,942人 76,310人対組合仝鉱夫比率 10.3% 15.7% 80.4% 1

9.6% 100%1930年 5月出炭高 75,453t 150,373t 816,376t 145,480t 9

61,856t対組合仝出炭比率 7.8% 15.6% 84.9% 15.1% 100%(注) ｢他の大手｣は大正,蔵内,嘉穂

,飯塚の各炭鉱｡(資料) 筑豊石炭鉱業組合事務所 ｢筑豊石炭鉱業組合所属炭坑現況調査表｣(昭和 5年5月分),九州

大学石炭研究資料センター所蔵より作成

.鉱夫管理の実態を考察する｡ そして最後に三

大資本の対極にある中小炭鉱の鉱夫統轄の実態を一

瞥して結びとしたい｡本論に入るにさきだっ

て,戟間期の筑豊における炭鉱資本の展開の状

況を概観しておこう｡第 1表は,1930

年 5月の筑豊石炭鉱業組合傘下の各炭坑からの報告

をまとめた ｢筑豊石炭鉱業組合所属炭坑現況調査

表｣をもとに,鉱夫数と出炭高を企業別 ･資本類型

別に集計したものである｡ 大手炭鉱は11企業

39炭坑あり,そのうち財閥資

本の経営するものが4企業12炭坑,也場の大
手資本経営が 7企業27炭坑となっている｡一

方,それらのいずれにも属さない中小炭鉱は2

7坑があげられている5)｡いま企業の規模の面

にかぎっていえば,財閥系の三井 ･三菱と地

方大手の貝島がほぼ括抗して他より抜きんでており,この

三社で筑豊鉱夫総数の約40%,総出炭高の45%を占め

ている｡それらを含む大手炭鉱全体では,鉱夫総数の5)

ここでいう炭坑数は ｢現況調査表｣で独立して数値をあげている炭坑の数をいう｡たとえば月島の場合,大之

浦炭鉱は ｢一 ･二坑｣｢三

坑｣など五つに分けて報告されており,それに大

辻炭鉱を加えて6炭坑とみなした｡なお当該 ｢現

況調査表｣は九州大学石炭研究資料センター所蔵のものである｡ 80%,総出炭高の85%

に達する｡ 中小炭鉱の占める割合は鉱夫総数の

20%,総出炭高の15%である｡ すなわち戦

間期の筑豊における炭鉱資本は,財閥系

を中心とするトップ炭鉱,それに続くそ

の他の大手炭鉱,そして裾野に多数の中小炭鉱

という重層構造をなしていたのである｡ⅠⅠ 納屋制度の衰退と直轄制度の展開
- 三菱方城炭鉱にみる-

採炭機構合理化の進展した時期における,鍋屋

制度の衰退と直轄制度の展開の過程を,三菱が経営する方城炭鉱の事例でみていこう6)｡

1 直轄鉱夫 と納屋鉱夫1918年に三菱方

城炭鉱で実習した学生谷口は,｢鉱夫雇傭二

関シテハ-炭坑直轄ノモノト納屋付属ノモノトアリ｡ 直轄

制度,納屋制度ハ各々得失アランモ直轄制度ノ方可ナラ

ント思ワルル｣と報告 しており,当時の方城炭鉱では直6) この時

期の三菱の新入炭鉱や鎗田炭鉱の納屋制度については,

田中直樹が ｢採炭機構の合理化と炭鉱労働問題｣(『
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轄 ･納屋両制度が行われていたことを示してい

る｡ また,当時の鉱夫は ｢採炭夫1242人,支柱

夫530人,樟取夫159人など合計数2657人 (1918

年6月調査)｣であり,それを直轄 ･納屋別で

みると ｢採炭夫 ･支柱夫-直轄又ハ納屋,坑内

運搬夫-全部納屋,選炭夫 ･工作夫 ･機械夫-

全部直轄,坑内雑夫-直轄又ハ納屋,坑外雑夫

-全部直轄｣であった7)｡

当時の方城炭鉱 ｢鉱夫雇傭労役規則｣8)によ

ると,鉱夫には炭坑が辞令を交付する甲種鉱夫

と辞令を出さない乙種鉱夫とがあり,納屋頭は

｢直轄坑夫世話方と同じく甲種に属した｣9)が,

一般鉱夫は直轄鉱夫も納屋鉱夫も含めて乙種鉱

夫とされていた｡鉱夫志願の書類および身体検

査は甲種 ･乙種とも同様であり,したがって乙

種鉱夫のうちの直轄鉱夫と納屋鉱夫との雇用手

続き上の違いはなく,いずれも炭坑の責任にお

いて雇用が決定されていたものとみられる｡ ま

た義務的な勤倹貯金も一律であった｡

乙種鉱夫内での直轄鉱夫と納屋鉱夫との ｢規

7) 谷口憲道 『方城炭鉱報文』京都帝国大学,1919年,京

都大学工学部資源工学科図書室所蔵,89ページ｡以下学

生の実習報告 (文中では ｢○○報文｣と略記)はすべて

同図書室所蔵のものである｡

8) 方城炭鉱の1918年当時の ｢鉱夫雇傭労役規則｣から関

連する条文を挙げれば次のとおりである (谷口前掲報文,

附記7-13ページ)｡

(羊二条)鉱夫タラント欲スル者ハ氏名,生年月日,本

籍,族籍,履歴ノ概要ヲ記シタル志願書ヲ差シ出シ雇傭

ヲ願出ヅベシO

(第三条)前僚ノ出願者二付テハ当炭坑医局二於テ体格

検査ヲ施行シ合格者ヲ雇人スベシ｡

(第悶条)雇人ノ認諾ヲ受ケタルモノハ直チニ保証人ヲ

立テ,甲種鉱夫ハ甲号契約書,乙種鉱夫ハ乙号契約書ヲ

差出スベシ｡但甲種鉱夫 トハ賃金ヲ走メ昔炭坑ヨリ辞令

書ヲ交付スルモノニシテ乙種鉱夫 トハ其他ノ鉱夫ニシテ

辞令書ヲ交付セザルモノヲイフ｡

(第十三条)鉱夫ハ其雇傭中勤倹貯金 トシテ当坑二下記

ノ預金ヲナスベシ｡

一,甲種鉱夫毎月賃金ノ百分ノ三

二,乙種鉱夫毎月賃金ノ百分ノ六

(乙号契約書)

(第四条)賃金ハ自分並二付属納屋頭二於テ御坑規定ノ

計算日二受取町中事｡

(第五条)飯米其他諸品ノ排下ゲヲ願フトキニ附属納屋

頭ノ名義ヲ以テシタル場合 卜錐モ諸物品代価ハ賃金内ヨ

リ御支払イ可致事｡

9) 田中直樹,前掲書,400ページ｡

第12号 (1997.1)

則｣上の違いは,乙号契約書のなかに散見され

る｡すなわち賃金は ｢自分並二納屋頭二於テ｣

受け取るとの規定は,直轄鉱夫の場合は本人が

受け取るが,納屋鉱夫の場合は納屋頭が代理で

受け取る旨を規定したものと考えられる｡ また

炭坑が販売する米等の物品の購入の場合も,柄

屋鉱夫の場合は所属納屋頭名で購入したらしい｡

ただしその場合も,｢代価ハ賃金内ヨリ御支払

イ可致事｣と規定して代金は本人の賃金から差

し引くことにしているのは,納屋頭が物品販売

を仲介して収奪することを防ごうとしたもので

あろう｡つまり,方城炭鉱における納屋鉱夫は

炭坑と直接雇用契約を結んでいる点では直轄鉱

夫と同じであり,違いは募集のありかた,賃金

受取り,就業督励や生活管理等の面で納屋頭の

統轄下におかれていた点にあった｡

納屋頭そのものの職務については谷口報文に

は記述はないが,1914年の三菱給田炭坑の例で

は,納屋頭は ｢身分は雇人で,所属坑夫の管理

全般を担当した｡すなわちすべて炭坑係員の指

揮に従って採炭,修繕等の坑夫を繰出し,納屋

頭またはその配下の入線が構所内で坑夫の稼業

を督励し,また納屋に住み込んだ配下の身元保

証の責任を負ってこれを取り締まった｣とされ

ている10)｡方城炭坑の納屋頭もほぼこれと同様

であったと考えられる｡ つまり,納屋頭もまた

炭坑の雇員であり,炭坑係員の指揮のもとに,

納屋頭が募集し炭坑の責任において雇い入れた

鉱夫の管理に当ったのである｡ したがってここ

における納屋頭はむしろ一種の世話役であって,

三菱諸炭鉱のこの時期の ｢納屋制度｣なるもの

の実質は ｢世話役制度｣と見るべきであろう11)0

10) 三菱鉱業セメント株式会社発行 『三菱鉱業社史』1976

年,300ページ｡

ll) 1926年当時,同じ三菱の上山田炭鉱では,納屋鉱夫を

統轄する者は ｢納屋頭｣ではなく ｢世話方｣と呼ばれて

おり,ほかに直轄鉱夫を統轄する ｢直轄世話方｣も設け

られていた｡ちなみに,｢世話方｣の手当は事業貸金の

1割-1割 2分であり,｢直轄世話方｣の手当は6分～

8分であった (荒島義賢 『上山田炭鉱報文』京都帝国大

学,1927年,94-95ページ)｡なお,本来の納屋制度と

世話役制度との違いについては,荻野喜弘が ｢納屋頭が

坑主と坑夫との雇用関係に介入し,間接的雇用関係が発

生しており｣,｢生活点である納屋の管理に従事する納/
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第 2表 方城炭坑における納屋 ･直轄ごとの事業高と納屋頭手当 (1918年 5月)

13

鉱夫の所属 所属鉱夫の事業高 対全事業高比率(%)事業高の比率からみた推定鉱夫数 5月の納屋頭手当(円) 対事業高比率(%)採炭 円 請負 円

日役 円 合計 円松 永納屋 4080.09 6667.19 650.97 11398.25 27.4% 728

人 1126.80 9.89%柳 津納屋 3772.89 880.40 1019.03 5672.32

13.6% 361人 546.85 9.64%大 原納屋 2694.05 3040.72 1272.49

7007.26 16.8% 446人 675.27 9.64%長谷川納屋 1006.17 1273.23

267.73 2547.13 6.1% 162人 248.35 9.75%矢 野納屋 1344.6

7 982.55 254.41 2581.63 6.2% 165人 253.07 9.80%内 海納屋 2382.36 1136.64 255.16 3774.16 9.1% 242人 367.31 9

.73%田 中納屋 553.27 1164.79 665.31 2383.37 5.7% 152人

225.03 9.44%中 村納屋 1320.17 769.06 327.12

2416.35 5.8% 154人 235.09 9.73%直 轄 2119.35 1286.62 466.46

3872.43 9.3% 247人事業高合計 19273.02 17201.20 5178.68 41652.90 100 2,657人 3677.77

8.83%(荏) 各納屋の ｢坑夫数｣は,配下坑夫数が事業高に比例すると仮定して算出した

推定値｡比率も筆者が計算したものである｡(資料) 谷口憲道 『方城炭鉱報文』京都帝国大学,1

919年,さて,

納屋頭の収入は,｢日役ニアリテハ事業高ノ

八分,他ノ坑夫ニアリテハ一割ヲ会社ヨリ受｣け取った12)0 1918年 5月における納屋頭

とその所属坑夫の事業高及び納屋頭手当は第2

表のとおりであった｡これによると納屋は八つ

あり,納屋坑夫の事業高は全事業高の90%以

上で,直轄坑夫のそれは9.3%に過ぎなかった

｡各納屋ごとの所属坑夫および直轄坑夫の実数は

不明だが,事業高の比率をもとに試算 してみると

,直轄坑夫は250人ほどであったと推定され

る｡ また各納屋の所属鉱夫数は,松永納屋が700人

以上でとりわけ多 く,柳沢 ･大原納屋がそれに

次いで400人前後,最も小規模の田中 ･中村

納屋で150人程度であったと推定できる｡もっとも,納

屋頭手当の所属鉱夫の事業高との比率は9.4-9.9%と

きわめて平準化されており,納屋の大小による差はみら

れない.一方,当時の方城炭坑の採炭夫＼屋頭が坑夫統

轄に当るという固有の意味での納屋制度｣と,｢経営

による鉱夫の実質的な直接雇用が実現 しているなかで,

中間管理者が募集,労働指揮,生活管理などを委任されているという過渡的形態 (としての-引用

者)世話役制度｣とに区別している見解を援用しておき

たい (荻野書弘 ｢日本資本主義確立期における筑豊炭鉱労資関係｣(『筑豊炭鉱労資関係史』九州大

学出版会1993年,40-57ページ)｡12),13) 谷口,前掲報文,90-91ページ｡ 京都大学工学部資源工学科図書室所蔵,91ペ

ージより作成｡一 人 一 日の平 均 賃 金 1円40

銭, 就 業 率63.8%13)から推定すると,

採炭夫の平均月収は25円程度と考えられる｡

それと比較すると,最低でも225円,最高では1

126円に達する納屋頭手当つまりは鉱夫から

の中間搾取がいかに法外なものであったかが窺

い知られよう14)｡ところでこの方城炭鉱

では,学生谷口が実習をした直後の1918年 8月

,蔵内鉱業峰地二坑における大規模な騒動に触発さ

れて,一部坑夫が物品販売所などを襲い,廉売を強

要 ･略奪する米騒動が発生,さらに三菱金田炭鉱,絵田炭鉱でも争

議の動きがみられた15)｡これへの対策のひとつとして三菱鉱業

では,同年11月に,｢納屋制度ヲ廃シ漸次直営制度二

改ムルコト｣16)と14) 織井青吾 『流亡の果て』(

大月書店,1980年)によると,1914年当時,｢

松永,大原といえばすくなくとも十三はかかえていた方

城炭坑の納屋のなかでも最右翼で,筑豊においても関係

者でその名を知らないものはないといわれた存在であっ

た｣(113ページ)という｡同書はまた,松永納屋

の勢力を示すエピソードとして,広島の農村から金で売られ

て料理屋で働いていた娘を,納屋頭松永策郎の弟で,納

屋で勘場をしている人物が百円か百五十円出して身請けしたという事実を指摘している｡表に

みるとおり1918年時点で,月に千二百円もの手当を
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第 3表 方城炭鉱直轄鉱夫と納屋鉱夫 (1923年4月)

直 轄 納

屋純直轄 乙 純 田 中 中 村 長谷川 池

田 大 原 柳 沢月末在籍人員 651人 121人 45人 47人 32

人 35人 191人 106人対在籍比率% 49.日` 9.1% 3.4% 3.

5% 2.4% 2.6% 14.4% 8.0%稼 動 延 人 員 10,302人 2,259人 82

2人 882人 568人 617人 3,718人 1,811人賃金及賞与 a 18,974円 4,747円

1,450円 1,671円 947円 1,332円 3,026円 3,742円納屋頭手当b 218.11円 111.39円 123.70円 112.50円 90.74円 904.7

9円 459.34円b/a % 4.6% 7.7% 7.4% ll.9%

6.8% 12.9% 12.3%(荏) 乙純は朝鮮人坑夫で世話方 (中山,万田,中川)に属する (原資料に書き込まれている)｡

比率は筆者が計算したもの｡賃金及賞与は少数一位で

四捨五入した｡(資料) 塚崎久一郎 『方城炭坑報文』京都帝国大学,1924年,

の方針を確認している｡ さらに1920年には労務

係を設置したが,ただちに納屋制度の廃止には

至らなかった｡2 納屋制度の衰退次に,谷口の実習から5年後の1923年に同じ

方城炭鉱で実習した学生家崎の報告を見ると,

直轄鉱夫と納屋鉱夫との構成は第3表のように変化している｡

ここでは納屋頭は8名から6名となり,最大の勢

力を持っていた松永を含む3名がやめ17),

新たに池田が納屋頭として登場している｡

松永に次いで400人前後の坑夫をかかえてい

た大原納屋と柳沢納屋は,なお相対的には大きい

とはいえ,所属坑夫は5年前の半分ないし3分

の1以下となり,全体として納屋坑夫は大幅に

減少している｡ 納屋頭の手当を見ると,5年前に

は所属坑夫事業高に対する納屋頭手当の比率は

ほとんど均一であったのが,この時点では7%

前後から13%まで二倍近い格差が生じており

,大原は所属坑夫数では半分以下に減らしているにもかかわらず手

当額は逆に増加している｡全体として納屋頭の勢力が衰退

するなかで,鍋17) 納屋頭松永策郎は,1914年に起こったわが国

炭鉱事故史上最大の惨事である方城炭坑大事故で長男を亡く

したという｡(織井,前掲書,113ページ)｡1918

年時点でも群を抜いた勢力を有していた松永納屋が1923年には姿

を消しているのは,そのことと関係があるの

ではなかろうか｡ 147頁より作成｡

屋頭間の勢力争いが激化し,柳津,大原ら

が相対的に地位を高めたのであろう｡ 一方納屋

頭池田の場合は手当ての比率が最も低いが,こ

れは池田が新参の納屋頭だからであろうか｡

ところで5年前と比べての最大の変化は,仝

坑夫の1割程度に過ぎなかった ｢純直轄坑夫｣がほぼ半数を占めるに至っていることであ

る｡さらに表には ｢乙純｣と記載され,三名の世話方に属する朝鮮人坑夫が約 1割あり18),納屋坑

夫は全体の約4割に減少している｡以上,1918年と23年との比較から,三菱方城

炭坑における鉱夫の,炭坑との直接的雇用関係

の拡大と納屋制度 (世話役制度)の衰退がかな

り早いテンポで進行している事実を確認するこ

とができる｡ この点について家崎の報告は,

｢当坑二於テハ専ラ直轄制ノ下二坑夫ヲ置カント

種々苦心シツツアリ其ノ利益特質ハ各々アレドモ其ノ主眼 トスル所ハ命令ノ伝達ノ敏ナル

コト役員 卜坑夫ノ関係ノ(ママ)密ナラシメル

ガ為ナリ｣19)と述べており,資本が鉱夫を直接統

轄すべく努力しているさまが窺える｡ところで,これら

の動きとの関連で見落としてならないのは,1918年

時点では方城炭鉱では18) 三

菱の諸炭鉱はこの時期すでにかなりの朝鮮人労働者を雇用していた｡その労資関係は重要な
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すべて残柱式採炭方式を採 り,先山 ･後山のい

わゆる-先編成労働組織で,鶴噂による手掘採

炭を行っていたのが,1923年には,残柱式と並

んで長壁式採炭法が採用され,一部では整岩機

を使用 した共同採炭も行われ,切羽運搬には

｢戸樋流し｣が採用されるなど採炭機構の合理

化が進行していることである｡ 直接的生産過程

におけるこのような技術 と労働編成の変化こそ

が,直轄鉱夫の増加 ･納屋鉱夫の減少の,した

がってまた資本の労働者支配の形態の変化の背

景をなしていたのである20)｡

以上みてきた方城炭鉱をふ くむ三菱の各炭鉱

の納屋制度は ｢筑豊鉱業所各炭坑が昭和 4年 1

月,飯塚が同年 8月-と漸次廃止されて行っ

た｣21)｡

ⅠⅠⅠ 納屋制度廃止後における

飯場頭による鉱夫支配

- 貝島大之浦炭鉱の場合-

上述の例のように戦間期には納屋制度は衰

退 ･解体の過程をたどり,直轄制度への移行が

ほぼ完了したが,納屋制度的な中間支配的管理

形態は払拭されたとはいえず,とくに単身鉱夫

の合宿所においてそれが顕著に残存した｡その

例を地方大手の月島大之浦炭鉱に見よう｡

1 直轄制度のもとでの飯場主

月島大之浦炭鉱では,1906年時点で直轄制度

と納屋制度とが併用されていた｡といっても,

直轄鉱夫を統轄する鉱夫係は,｢鉱夫の雇人,

20) 採炭機構合理化の詳細については前掲拙稿参照｡と

いってもこの時期の方城炭鉱における採炭機構の合理化

はまだ緒についたばかりで,生産力の指標たる鉱夫一人

一ケ月当たり出炭高は,1918年 7.2tから23年 8.4tと

微増にとどまった｡これが飛躍的に発展するのは,合理

化が一定の到達点に達する1930年代前半 (1929年 11.2t,

32年 20.1t,35年 22.2t)であり,同時にそれは同鉱に

おける納屋制度が廃止された後の時期である (数値はい

ずれも 『三菱鉱業社史』巻末資料による)｡

21) 前掲 『三菱鉱業社史』302ページ｡なお,廃止をめぐ

る具体的な経過については,市原亮平 ･田中光夫 ｢炭鉱

納屋制度の崩壊(=X三)｣(『日本労働協会雑誌』第64号,65

号)が,三菱諸炭坑の ｢世話方制度｣の廃止として詳細

に分析している｡

15

保証,疾病 ･負傷等の世話,鉱夫業務の監督及

日常挙動の監視｣に当たり,鉱夫頭は ｢終日坑

内に入 り鉱夫を指揮監督｣ し,報酬 としては

｢-か月間便役者の数に依 り,十五円以上三十

円以下の手当を支給｣されるほか ｢出炭函数を

標準として斤先金｣を支給されたO-方,納屋

鉱夫を統轄する ｢納屋頭の職務は所属鉱夫の賃

金を受取 り之を部下鉱夫に分配するの外直轄制

度の鉱夫頭と同じ｣であった22)｡したがって,

ここでいう直轄制度 ･納屋制度はいずれも一種

の世話役制度とみることができよう｡

第一次世界大戦後の大之浦炭鉱の鉱夫統轄制

度についてみると,まず協調会が1921年に調査

し翌年にまとめた 『石炭鉱業労働事情概説』で

は,｢三井,安川,月島系統の山は殆 ど全部純

直轄制度で,万般の施設において科学的に処理

されておる (例えば-大之浦等)｣23)と記述 し

ている｡ また,その報告作成の基礎の一つ と

なったと思われる ｢菅牟田炭坑労働事情調査｣

の詳細な報告の中でも,菅牟田炭坑 (大之浦炭

鉱のなかの主力炭坑のひとつ)は ｢全部直轄制

度ニシテ人事係員二十一人ヲ以テ之ヲ監督シ,

鉱夫住宅ハ之ヲ数区二分チ,係員ノ受持ヲ定メ

居住,衛生,繰込其ノ他,ノ世話ヲ為ス｣と記

述されている24)｡

次に,大阪地方職業紹介局による1926年の調

査では ｢大之浦は総て純直轄｣とされている25)｡

さらに翌27年に大之浦第三坑で実習した学生は,

｢鉱夫使役法ハスベテ直轄制度デ鉱夫ノ募集モ

坑外人事係ガ直接コレニ当タッテイル｡即チ人

事係デ鉱夫志望者ヲ募集シ,所属係監督ガ其人

ノ性質及ビ思想等ヲ充分調査シタ後,一定健康

22) ｢月島会社年表草案｣,九州大学石炭研究資料セン

タ一編 『石炭研究資料叢書』,NO.10,1989年,69-70

ベ ー ン0

23) 協調会編 『石炭鉱業労働事情概説』 (1922年),15ベー

ン′0

24) 田中直樹,『法制大学大原社会間蓮研究所架蔵 ｢月島

炭鉱株式会社管牟田炭坑労働事情調査｣復刻』,25ペー

ジ｡なお ｢管牟田炭坑｣は ｢菅牟田炭坑｣の誤記と思わ

れるので本文では ｢菅牟田炭坑｣を使用 した｡

25) 大阪地方職業紹介局 『筑豊炭山労働事情』,1926年,

21ページ｡
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診察二合格シタ者ノミヲ当坑主任ガ採罷(ママ)

ヲ決定スル｣と報告している26)｡

これらの報告で見るかぎり,大之浦炭鉱では

1920年代にはすべて直轄制度に移行していたと

考えられる27)0

しかし,直轄制度になったとはいえ,以下に

見るとおりとくに単身鉱夫に対しては事実上の

世話役制度というべき管理方式が残存していた｡

『貝島炭鉱70年史資料』28)のうち ｢合宿制度｣

によってその点をみていこう｡

大之浦炭鉱では1923年 ｢6月1日より単身者

飯場主へ対し其の坑夫稼働一日に付一人拾銭宛

を支給する｣ことになった｡この飯場主へのい

わゆる繰込手当は,1926年には ｢採炭夫稼働-

目に付拾五銭,仕繰夫 ･跡間夫拾銭｣となった｡

続いて,1933年には ｢飯場 (合宿所)取扱方｣

が定められ,｢飯場｣の名称は ｢合宿所｣と改

められ,収容人員は-カ所 5人以上20人以下と

定められた｡合宿所主の手当は ｢合宿所単身者

の就業手当｣と呼ばれ,採炭夫一人稼働一方に

つき12銭,仕練夫 ･跡間夫8銭,樟取夫 5銭と

なり従来より値下げされた｡また鉱夫が支払う

合宿所の賄費は一日50銭とされた｡さらにこの

規定は3年後には改定され,名称は ｢労務者合

宿所｣となり,収容人月は現実に20名を超えて

いる合宿所が多いことを考慮して上限をなくし,

就業手当 (｢合宿所主手当｣と改称)は,｢収容

労務者中稼働方数多き者25人を限度として｣支

給されることになった｡ちなみに大之浦第三坑

における合宿所数と所属鉱夫数は,1923年時点

26) 文諒注 『大之浦炭鉱第三坑報文』京都帝国大学,1928

年,136ページ｡

27) ただし,1923年に福岡鉱務署が調査した ｢大正12年 1

月,福岡,佐賀,長崎,山口四県下二於ケル納屋頭二関

スル調査｣では,納屋頭を置く炭鉱として大之浦炭鉱の

名前が挙がっている｡上述の調査 ･報告とはくいちがっ

ているが,ここでいう納屋頭は広い意味での鉱夫世話役

をも含んでおり,大之浦炭鉱の場合,以下にみるような

単身鉱夫の飯場頭などの実態を指したものと思われる｡

なお福岡鉱務署の調査については,田中直樹前掲書

(416-427ページ)および荻野喜弘前掲書 (408ページ)

に詳しい｡

28) 福岡県宮田町石炭記念館所蔵｡以下合宿所については

いずれも同資料による｡

では5か所,115人であったのが,ピークとな

る1937年には,34か所,958人となっている｡

ここにみる繰込手当が,飯場主の鉱夫に対す

る暴力的就業督励の動機となったであろうこと

は容易に想像できるのであるが,その実態はど

うであったろうか｡

2 合宿所における鉱夫管理の実態

月島大之浦炭鉱における単身鉱夫合宿所の実

態については,1935年に日本石炭坑夫組合がま

とめた ｢筑豊炭坑労働事情｣が生々しい実態を

伝えている29)｡

｢大之浦炭坑では飯場代五十銭であったが,

昭和九年十月頃より五銭値上げして金五拾五

銭を取っている｡ 之に炭坑側より繰込賃とし

て採炭夫拾銭,仕繰 (操)夫拾二銭を補助致

しているが,多くの飯場主はそれにあきたら

ず坑夫の給料を無断で使込み,甚だしきは二,

三ケ月も支払しないために坑夫は小便にすら

29) 九州大学石炭研究資料センタ一編 『石炭研究資料叢

書』,NO.4,1982年所収｡このレポー トは日本石炭坑

夫組合が1935年に筑豊諸炭坑の労働事情について調査し

まとめたもので,炭鉱労働者の側からの,しかも組織的

な調査にもとづく数少ない資料のひとつとして貴重であ

る｡調査の方法について,『叢書』の ｢解題｣では,｢坑

夫組合の事務所に組合員に来てもらって,各炭鉱の事情

を聴取し,組合月がいない炭鉱についてはそれらの経験

を聞いて作成した｣(150ページ)と解説しているが,本

文のなかには,｢昭和10年6月15日日本石炭坑夫組合員

の石原葉澄が,この調査書作製の為労働事情調査の為に

坑所内に人らんとした為に無断にて入所なすと称し労務

詰所に連行し,文字通り打つ殴る蹴る｣(205ページ)の

暴行を加えられた旨の記述があるので,聞き取りだけで

なく組合員が直接炭坑に赴いて調査したケースもあった

ことが分かる｡この調査では ｢負傷者に対する待遇｣お

よび ｢暴力を以て鉱夫を虐使する｣(152ページ)問題の

告発を重点としている｡当時の炭鉱労働者の執筆による

ものであり,誤字や脱字 ･文脈のおかしい点も多く,さ

らに組合の告発レポートとしての性格上ある程度の誇張

が含まれている可能性もあるが (硯に1935年11月九州産

業調査所発行の 『社会運動団体の現況』には,｢炭坑側

に暴行を受けるのは日本石炭坑夫組合の一手敗 (販)充

であって,殴られて慰希料をもらうのを商売にしている

と口の悪い人は言ふている｣(｢九州労働運動ニュース

綴｣,『石炭研究資料叢書』,NO.8,107ページ)との批

判がある),以下にも引用するごとくきわめて具体的に

事実が記されており,1930年代半ばの筑豊諸炭鉱の鉱夫

支配の実態を知る貴重な手がかりとなるものである｡
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困るという有様である｡ 又繰込賃を得る為め

暴力によって入坑せしめている｣｡

｢中尾飯場主は自宅の独身坑夫の九月分賃

□ (金力)を自己の生活費や遊興費に費消し,

十二□ (月カ)迄も支払っていない｣｢木上

飯場主は炭坑の御用町会議員であるが,昭和

九年拾月頃採炭夫某 (小納屋)を入坑しない

と自宅に呼込んで惨々殴打して,二日位の打

撲傷を与えた｣｡

｢飯場主某は昭和九年十二月頃,自己の募

集している坑夫,入籍して四年位になる者が

入坑せないので,梶棒で惨々殴打して治療七

日間位の打撲傷を与えている｣｡

｢木上飯場主は四国の山村より≡名の坑夫

を募集し来たり｡(一名は不合格で帰郷,他

の二人も二,三日後に帰郷を申し出ると)木

上飯場主は非常に立腹し,彼らの持ち金弐拾

円四拾五銭の内弐拾円を取上けた上惨々殴打

し,若し此の事が社会に知れたらお前達はそ

のままには捨て置かぬと恐意(ママ)を椀(抱)

かしめて追い出している｣30)｡

これで見るかぎり,1935年時点でも合宿所主

は依然として ｢飯場主｣と呼ばれており,繰込

賃を得るために文字通 り暴力的な就業強制を

行っている｡ しかも上述の規定にはないが実際

には所属坑夫の賃金を本人に代わって受け取っ

ており,さらには坑夫の募集にも携わっている

のである｡ これらの実態からすると,貝島大之

浦炭鉱における合宿所主は単なる下宿屋の主人

ではなく,あきらかに世話役の機能のかなりの

部分を継承しているのである｡ 家族持ち鉱夫と

比べて労働意欲に欠けがちな単身鉱夫を,過酷

な地下労働に就労させるには,炭鉱資本はなお

かかる中間支配者による管理を必要としたので

あろう31)0

30) 前掲,『石炭研究資料叢書』,NO.4,182-183ページ｡

31) 飯場主が実質的に世話役制度を継承して支配力をふ

るっている例は,貝島と同じ地方大手の大正錬業中鶴-

坑でもみられた｡｢筑豊炭坑労働事情｣によれば,｢飯場

頭は本年 (1935年一筆者) 2月に廃止せられたけれども

名称を変更したのみで制度上においては依然たるもので

しかもこの飯場頭の横暴なる実に甚だしく,月二回の/

17

とはいえ,合宿所の弊害が資本にとっても問

題になっていたことは会社側の資料からも窺わ

れる｡すなわち1933年の規定で,｢合宿所主は

一カ月十五万以上稼働すべきこと｣とされてい

ることは,合宿所鉱夫数の上限が定められてい

たことと合わせて,合宿所主が強大な中間支配

者となることを防ごうとしたものと見られる｡

この点は,三井田川炭鉱における ｢請負名義

人｣が ｢自ら子方に先んじて能く働くことが要

求され,子方の数も多くは許されない ｣32)とさ

れていたのに通じるものといえる｡ もっとも,

貝島の規定では ｢但し実際上稼働し得ざるもの

は之を免除す｣とも定められており,実態とし

ては稼働しない合宿所主が多かったものと思わ

れる｡さらには,規定に ｢合宿所主は現在の本

人限りとす｣と明記されたことは,会社側が合

宿所の弊害を意識しその解体を望んでいたこと

を示しているといえよう｡現にこの後1938年に

は合宿所主を ｢世話方｣と改称し,手当を廃止

して固定給を支給することとした｡さらに翌39

年には合宿所を純然たる炭坑直営とし,労務係

を舎監として,世話方はその補助員として日給

を支給されることになった33)｡したがって,少

なくとも単身鉱夫の管理に関するかぎり,月島

炭鉱における中間支配者による鉱夫統轄は,戟

時期に入ってようやく完全に解体したというこ

とができよう34)｡

＼貸金を会社は支払ふけれど,飯場頭は月に一度仕払ふの

みであり,しかもその半月分の飯代は後半月分の食はざ

る飯代を前引きし｣ている｡また,｢飯場にて購入する

場合必ず商店よりも三割ほど高く品物代を取って｣いた｡

さらに坑夫繰込賃も得ていたらしく,｢昭和九年六月梅

原と称する飯場頭が,下宿人の独身者が病気の為め入坑

なし得ない者を強制的に入坑させたので,病気は重くな

り作業中途にして昇坑せし者を打つ,ける,なぐるの暴

行を加え,(中略)その二 三日後に彼は死去｣ したと

いう｡ここでも飯場頭は単なる下宿屋の主人ではなく,

坑夫賃金の受取りをし,おそらく繰込賃をも得ていたの

であって,世話役制度の機能を濃厚に残していた (前掲,

『石炭研究資料叢書』,NO.4,196ページ)｡

32) 隅谷三書男 『日本石炭産業分析』(岩波書店,1968年)

317ページ｡

33) 直営化をひかえて世話方の一部が休業して功労金を要

求,やがて大之浦仝坑に波及したため,炭坑当局は功労

金を支給したという｡
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ⅠⅤ 直轄制度下での炭坑の直接的労働者支配

- 三井田川･山野炭鉱の場合-

では,直轄制度を全面的に確立して,鉱夫に

対する直接的労務管理へと移行した炭鉱におけ

る実態はどうであったろうか｡財閥系の三井田

川 ･山野炭鉱の例で考察しよう｡

三井田川炭鉱の場合,1900年に子方の争奪を

めぐる納屋頭同士の紛争から一方の納屋頭が殺

害されるという事件が発生したことがきっかけ

となって納屋制度が廃止され,かわって ｢請負

名義人制度｣が設けられていたが,｢労資の間

に介在する中間的制度を全廃し,直接的統轄組

織を採る必要が痛感さる､｣に至り,1925年か

ら30年にかけてこの請負名義人制度も廃止され

34) 単身鉱夫の合宿所主による鉱夫支配では,住友が経営

する忠隈炭鉱にもその例が見られた｡忠隈炭鉱では1929

年に納屋制度が廃止されたが,田中直樹の研究によれば

そのさいに,納屋頭の使用人であった中納屋頭のうち希

望する者を炭坑が独身鉱夫の賄方として採用したという(

それは当時430人ほどいた独身鉱夫の住宅設備として彼

らの納屋を利用するため及び彼らの力を対外警備に利用

するためであった (田中,前掲書,435ページ)｡ところ

で ｢筑豊炭坑労働事情｣はそれから6年後の彼らの実態

を次のように伝えている｡や 長ゝくなるが引用しておこ

う｡｢義勇会とは昔し大納屋時代に労働争議や組合運動

者のビラ撒きに暴力的に対立する為め,納屋頭を始めと

して勘場 (会計)･人操 (線か一筆者)等によりて組織

したものであるが,納屋廃止となり,現在では昔の中納

屋現在の飯場頭がメンバー｣｡｢飯場頭とは下宿屋の主人

である｡現在忠隈に七飯場あり,坑夫一日の飯代五十銭,

炭坑より一名につき一日十銭の補助金あり.-飯場平均

四十人,一人より一日に上る利益は炭坑の補助金を合計

して三十銭であるので,飯場頭のひどいのはメカケ二人

妻合せて三人も持って居る｡一人は飲食店をさせ,下宿

人のみに飲食させて居る｡下宿内にてバクチを打たせ,

自分がボン賃を取 り,遊ひ人と称する若い者をいつでも

二,三人をゴロゴロさせて居 る｡下宿所は二十枚数

(敷) ぐらいで,一枚の布団に四名である｡一番が入坑

する時間には二番方が昇坑するので又其の中にもぐり込

み,年中床を上げないので冬でさえシラミやノミのたえ

まなし｣(前掲,『石炭研究史料叢書』,NO.4,169ペー

ジ)｡これをみるかぎり忠隈炭鉱の場合は,もとの中納

屋頭たる下宿屋の主人は,大之浦炭鉱などとは違って所

属鉱夫の入坑や穣高に応じた手当を得ているわけではな

く,したがって納屋頭時代の権限の多くはすでに失って

いるものの,依然として ｢飯場頭｣とよばれて,単身鉱

夫に住居を提供してその生活を管理し,鉱夫から徴収す

る下宿代と炭坑からの補助金とによって大きな利益をあ

げていたのである｡
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た35)｡三井山野炭鉱でもほぼ同じ時期に請負名

義人を廃止し,直轄制度を確立した｡

三井田川炭鉱における鉱夫統轄の職掌は,当

初の警務方が鉱夫方となり,1912年からは鉱夫

主任 ･鉱夫係と呼ばれてきたが,全面的な直轄

制度確立後の1933年に労務主任 ･労務係と改め

られた｡1937年に定められた労務管理組織では,

労務主任のもとに本部勤務労務係と各坑派出所

勤務労務係とが置かれた｡本部勤務労務係は

｢庶務,諸給与,教化団体,労政立案実施,請

調査,鉱夫名簿整理,労務統計等一般事務に従

事｣し,各坑派出所勤務労務係は ｢募集,採用,

繰込,扶助その他,諸給与,住宅,医療,衛生

等直接現場に於て労役管理に当る｣ものとされ

た ｡

また,｢平常における一般居住上の統轄｣と

しては,各労務派出所首席労務係員のもとに,

一般事務調査整理にあたる内勤係と現場で鉱夫

管理に当る外勤係がおかれた｡外勤係は ｢繰込

係 (社宅内受持区域の鉱夫の業務上又は業務外

の一般の世話),傷病係 (公傷並に平病患者の

世話),衛生係 (社宅内の衛生),巡察係 (社宅

内の警備),通勤係 (通勤者の一般世話),人事

相談係 (従業員のための無料代筆並に人事

相談),付長 (社宅内の世話)｣に分かれてい

た36)0

この組織によれば従来の納屋頭ないし世話役

が請負っていた募集,繰込,巡察等の仕事が,

すべて会社の職制として派出所勤務労務係員の

業務となっている｡ とくに外勤係の職制のうち,

｢鉱夫の業務外の世話｣や ｢社宅内の警備｣

｢社宅内の世話｣などは,炭坑当局が鉱夫の就

業はもちろんのこと日常生活まで直接に管理す

るようになったことを示している｡では労務管

理の具体的な内容のいくつかについてみていこ

う ｡

35) 『三井田川鉱業所史料 ･労務管理 1』(九州大学石炭

研究資料センター所蔵)89-95ページ｡

36) 前掲,『三井田川鋸業所史料 ･労務管理Ⅰ』,56-58

ベーン○
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1 鉱夫の採用

まず鉱夫の採用についてみよう｡ 採用に当っ

ては ｢鉱山労働者は一般に比して,特に強壮な

る身体と,堅実なる思想を持たねばならぬ｣と

の立場から,｢満十六歳以上五十五歳未満のも

の｣で ｢小学校卒業程度のものを最も歓迎｣し,

｢あまり知識の程度の高いもの,または劣等な

ものは採用しない｣こととしていた｡ことに採

炭夫には ｢商人 ･官吏等の前歴者はなるべく採

用を避け｣た｡社会的な知識に乏しく資本に柔

順なものを採用しようとする意図が明白である｡

志願者があると,まず各坑派出所において首席

労務係が ｢性行経歴を問い糾したのち｣に身体

検査を受けさせ,さらに労務主任が再調査をし

たうえで採否を決定 した｡そのさいとくに,

｢備付の 『リスト』によって思想関係を調べ｣,

労働運動関係者の潜入を警戒した37)｡

採用された鉱夫の多くは鉱夫住宅に住むこと

になるが,鉱夫住宅そのものが鉱夫管理のため

の施設であった｡山野炭鉱の場合でみれば,

｢住宅の周辺には高き二間余の外柵をなし,二

ヶ所の出入口を造 り,その出入口のせまきこと

又いちじるしい｡出入口は見張 りを置き,いち

いち外来者の氏名並びに用件を聞く｡ しかる後

入所せられるのである｡ 三井の炭坑を訪問なし

て第一の印象は刑ム所に行ったる感 じ｣38)で

あったとい う ｡ 炭鉱資本は,鉱夫の逃亡を防止

して労働力の確保を図るとともに,労働組合員

によるビラまきなどで労働運動の影響が及ぶこ

とを防ぐために,外部のものが住宅区域内に

入って鉱夫と接触することを極端に警戒したの

である｡

2 就業督励

第一次世界大戦後から昭和恐慌-と続く不況

期において,生産コス トを引き下げるためには,

37) 前掲,『三井田川鉱業所史料 労務管理 1』,76-78

ベ ー ン 0

38) 前掲,｢筑豊炭坑労働事情｣『石炭研究資料叢書』,

NO.4,178ページ｡なお ｢筑豊炭坑労働事情｣には,

労働組合員の宣伝行動に対する炭坑労務係の暴力的対応

の事実が数多く告発されている｡
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炭鉱資本は採炭機構合理化によって鉱夫を最小

限に削減するとともに,鉱夫の就業率を向上さ

せる必要に迫られた｡直轄制度への移行は,従

来納屋頭や世話役に依存していた就業督励を資

本みずからが行うことを必要にし,同時に可能

にもしたのである｡ 三井では就業率を高めるた

めに,係員を利益誘導して鉱夫の就業を督励さ

せる方法と,就業する鉱夫個人に利益を供与す

ることで就業意欲を高める方法とが行われた｡

前者の典型例として,山野炭鉱では,請負名

義人廃止前後の1921年から33年にかけて ｢入線

賞与｣の制度が導入されていた｡就業督励を担

当する係員 (入線)に対して支給したもので,

担当区域ごとに受持ち坑夫総数の一ケ月間の入

坑歩合を算出し,それが一定率以上に達した場

合に賞与が与えられた｡就業歩合と賞与額は第

4表のとおりである｡ 発足当初の1921年時点で

は,採炭夫の入坑歩合54%以上で賞与 2円を支

袷,最高は70%以上の10円まで,入坑率が高い

ほど賞与も増額された｡これ以後山野炭鉱の就

業歩合は,第5表にみるように顕著に向上した｡

もちろんその背景には採炭機構合理化と不況を

理由とした人員整理があるが,同時にこの人繰

賞与が係員をして担当坑夫の入坑を強制せしめ

る作用を果たしたであろうことは想像に難くな

い｡そして全体として入坑歩合が向上すると,

賞与の基準自体も引き上げられ,1930年の規定

では入坑歩合65%以上で賞与 2円とされ,最高

額は85%以上で8円となっている｡

ところで,1927年の規定の中に,入線の担当

する坑夫が ｢百名未満ノ場合ハ賞与額壱円ヲ減

ジ,百五十名以上ノ場合ハ壱円ヲ増ス｣と定め

られていることからすると,入線一人当たりの

担当坑夫は百数十名であったと推定される｡ こ

の数は,かつての納屋頭の配下鉱夫数にほぼ匹

敵する｡ 月島大之浦炭鉱では単身鉱夫に対する

就業督励法として採用された繰込手当が,ここ

では仝鉱夫に対するそれとして行われたのであ

り,労務係たる入線はいわば世話方として機能

したのである｡ この意味では直轄制度のもとに

おける入線賞与は,炭鉱資本が納屋制度的労働
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第 4表 三井山野炭鉱における入線賞与

就業歩合% 54% 55% 57% 60% 62% 65% 70% 75% 78% 80

% 83% 85%1921年賞与 2円 3年 4円 5

円 6円 8円 lo門1930年賞与

2円 3円 4円 5円 6円 7円 8円(資料) 『三井山野鉱業所沿革史』第3巻 九州大学石炭研究資料センター所蔵,286-296ペ

ージ｡第 5表 三井山野炭鉱における就業歩合の推移年 次 1921 192

3 1925 1927 1929 1931 1933 1035 1937 1939採炭夫の就業歩合 0.61 0.52 0.57 0.60 0.64 0.73 0.79 0.80 0.80 0.

76仝鉱夫の就業歩合 0.70 0.66 0.73 0.75 0.78 0.84 0.85 0.85 0.83 0.80

(注) 歩合はいずれも年度の上半期のもの｡(資料) 『三井山野鉱業所沿革史』第12巻,2

24頁｡統轄方式を継承した典型的な例の一

つといえよう｡なおこの制度は,｢自己の担当

職務を執行するに当り賞与を給す

ることは不合理であり｣,かつ ｢財界不況の折

柄経費節約のため｣との理由から,14名の係員の

一定額の昇給を条件に1933年に廃止された

39)｡一万三井田川炭鉱では,｢直接的督

励｣と｢間接的督励｣とを行ったという40)

｡｢直接的督励｣の主要な手段としては精勤賞与

の制度がある｡｢旧盆や正月の前後,或は地

元の祭礼等で,入坑者が減少のおそれのある時期

を見て｣支給したもので,たとえば1931年 1月か

ら半月間精勤した採炭夫には3円,一方欠役の場合は

1円50銭を支給した (同年7月からは,半月

滴勤の採炭夫に1円50銭となる)｡｢間接

的督励｣としては,乳児保育所を開設したほか

,1927年には共同炊事場を設けて ｢米飯の炊出及

び味噌汁の実費販売｣を始めた (のちに女子の

入坑禁止により解消)｡また鉱夫の睡眠不足からくる欠勤を

防止するために,1930年からは毎夜10時に一斉に社宅の電燈を点滅して

就寝合図をする39) 入線貸与については 『三井山野鉱業所沿革史

』(九州大学石炭研究資料 センター所蔵),第 3巻,28

6-296ベーン 040) 前掲, 『三井田川鉱業所史料

労務管理 1』39-45ページ｡なお三井田川炭鉱における就業率は

,1921年には採炭夫58%,全鉱夫73
%であったのが,1926年には67%と76%,1930年には76%と83% (いずれ

も各年上期)と向上している (同史料103ページ)0 こととした｡さらに1937年か

らは,二番方の鉱夫が昼間熟睡できるよう社宅の門口

に午睡札を掛けて訪問者は面談を遠慮すること

とするなど,鉱夫の仝生活の管理を徹底したので

ある｡同時に注目すべきことは,1936

年からは ｢五人以上寄宿者あるものには,出役

世話料を支給すること｣としている点である (

38年からは寄宿者一人の場合でも支給)｡ これ

は月島の合宿所主-の手当と同じもの

であり,三井においても単身鉱夫の就業督励に

は暴力的就業強制の動機となる制度を採用したこ

とを示している｡3 坑内労働10時間制度

と就業時間次に就業時間についてみよう｡ 田

川炭鉱では1930年から実施された改定 ｢鉱夫

労役扶助規則｣による坑内労働10時間制-の

対策として,就業時間の合理化を図り空費時間

の短縮に勤めた｡すなわち従来昼夜二交代であっ

た坑内夫を,一 ･二番方採炭 ･三番方仕操の三交

替制とし,空費の原因となっていた運搬不良の改善を

図った｡その結果,採炭機構の合理化とあいまって

,従来は10時間半の在坑時間のうち純稼働時

間は平均 6時間半にすぎなかったのに,193

4年の各坑別調査の平均では在坑時間10時間

08分 (切羽までの往復を含む)のう
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ただし,｢筑豊炭坑労働事情｣によれば,≡

井田川炭鉱の就業時間はなお改定 ｢鉱夫労役扶

助規則｣に違反している｡ 同規則は,｢鍍夫ヲ

シテ一日二付十時間ヲ超エテ坑内二於テ就業セ

シムルコトヲ得ス｣(第5条),｢坑内二就業ス

ル鉱夫二付テハ坑口ニ入 りタル時ヨリ坑口ヲ出

デタル時迄ノ時間ヲ其ノ就業時間 卜者倣ス｣

(第7条の2)と定めているが42),｢三井田川坑

では午前五時に入坑致して坑内に見張所が在 り,

此所で入坑時刻のスタンプを押す｡坑口より見

張所迄約三,四十分を要し,又昇坑の時も同じ

く見張所にてスタンプを押すので,約一時間余

り手数がかかるので,朝入坑の時の如きは午前

三時半より出かけねばならぬ｣という状態で

あった｡すなわち坑口から就業受付の見張所ま

での時間およびそこでの入坑手続きの時間は就

業時間外とされたのである43)｡

4 資本による鉱夫の全生活管理

最後に,労資協調機関についてひとことだけ

ふれておこう｡1920年前後に筑豊主要炭鉱では

相次いで労資協調機関が結成されるが,三井鉱

山で も1920年に ｢共愛組合｣ (のちに ｢共愛

会｣)がつ くられた｡三井 ｢田川鉱業所共変組

合は労資間の意思疎通と共済事業などを目的と

し,鉱夫を組合員,職員を賛助員とする従業員

団体であり,委員制による意思疎通機関をもっ

ており,鉱夫側委員は鉱夫による選出とされて

いた｣44)｡その活動は,｢能率,作業,風紀衛生,

41) 前掲,『三井田川鉱業所史料 労務管理 1』,36-37

ページ97-98ページ｡

42) もっとも同規則は,鉱夫点検場所が坑内の坑口に近い

所にある場合はそこを坑口とみなしてよいとしているが,

坑口から30分もかかる場所を近いとはいえまい｡

43) 前掲,『石炭研究資料叢書』,NO.4,179ページ｡な

お,三菱上山田炭鉱の就業時間は,1932年時点でも坑内

夫は6時から6時までの12時間二交替であり,実習した

学生は ｢交替時二於ケル死節時ヲ考慮セバ正味稼動時間

ハ十時間以内 トナルナリ｣(西谷民雄 『三菱上山田炭坑

報文』京都帝国大学,1934年,4ページ)と説明してい

るが,これも明白な法規違反であった｡

44) 荻野,前掲書,245ページ｡荻野は同書のなかで,令

炭鉱の意思疎通 ･労資協調機関結成の経過およびその活

動についても詳 しく分析 している｡
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医事,災害教育等に関する施設,計画並びに改

善を始め,労働条件の維持改善,考案品の審査,

相互共済,金融,娯楽,教化団体の経営又は支

持など,実に従業員生活の全般に亙って｣いた｡

炭坑側にいわせれば,｢従業員と共変会とは絶

対不可分の関係にあり,職場に於てであれ,衣

庭に於てであれ,組合の恩恵を受けないものは

一つとして｣なく,｢従って仝労務管理の基盤

をなしているもの｣45)であった｡つまり労資協

調機関はいまや直轄制度のもとでの労務管理の

主要な手段として位置づけられたのである｡ し

かし,実態としては鉱夫の労働条件改善要求な

どはあまりとりあげられず,鉱夫にとって,労

資協調機関が労働組合の代替機関としての意味

をもちうるものではなかった46)0

以上,直轄制度を確立した三井田川 ･山野両

炭鉱の労務管理の実態を一瞥したが,鉱夫の採

用から就業,日常生活の管理に至るまで,資本

の意図が直接に貫徹できる労務管理体制ができ

つつあったことは明白である｡ 採炭機構合理化

によって労働過程をとらえることに成功 した資

本の労働指揮権は,かくして鉱夫の,それも家

族をも含めた全生活への指揮権-と展開して

いったのである47)｡ といってもそれは,入線賞

45) 前掲,『三井田川鉱業所史料 労務管理 1』,59-60

ベーン 0

46) 三井田川共変会が1938年に処理した事項は合計739件

で,そのうち ｢坑内外の作業並びに設備に関する件｣が

259件,｢教化福利施設に関する件｣が118件を占め,そ

れらのほぼ75%が承認されたのに対 し,｢賃金その他給

与に関する件｣は91件で,しかも承認されたのはその

23%にすぎなかった (前掲,『三井田川鉱業所史料 労

務管理 1』,61ページ)｡これに関連して ｢筑豊炭坑労働

事情｣では,｢三井炭坑に於ける共変会は坑夫代表と職

員代表に依って組織され,職能は労働条件の問題にふれ

る事があるが,そう云ふ問題が出た時は,会社は坑夫代

表を視察と称して夏は海水浴,冬は禁酒会ソッチノケの

大散財をなし,坑夫代表をローラクなすので,現在の坑

夫心情は共愛会に対 してて (宿)何等の機 (期)得を

持っていない｣(前掲,『石炭研究資料叢書』,NO 4,

179ページ)と厳 しい指摘をしており,共変会が必ず し

も鉱夫統合に成功してはいないことを示している｡

47) この点に関連して,隅谷三喜男の次の指摘は直轄制度

の本質をついたものとして的確である｡

｢直轄制度はただちに炭坑労働者の自由な賃労働者への解

放を意味するものではなかった｡なるほど納屋頭,飯場

頭,その化身としての世話役は多くの炭坑において姿/
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第 6表 1930年 5月の筑豊における炭鉱資本別の能率 ･賃金等比較

資本 炭鉱名 対仝鉱夫比率% 一人 1月出炭高 一日平均賃金円 出炭 1施当賃金 稼働千人当
死傷者数採炭夫 坑内夫 採炭夫 全鉱夫 採炭夫

仝鉱夫 採炭夫 仝鉱夫三 井 5坑計 34.8% 79.6% 2.60t 0.81t 2.245 1.

868 0.862 2.297 2.37人三 菱 4坑計 32.6% 75.2% 2.32t 0.70t

2.208 1.722 0.953 2,457 3.25人住 友 忠隈 44.8% 77.9% 1

.53t 0.51t 2.143 1.649 1.401 3.233 4.47人古 河 2坑計 29.0

% 76.3% 2.72t 0.64t 2.137 1.757 0.786 2.725 4.72人小計 12坑計 34.9% 77.2% 2.30t 0.69t 2.218 1.761 0.964 2.552

3.26人月 島 6坑計 35.2% 78.0% 1.98t 0.64t 2.007 1.725 1

.016 2.714 4.52人明 治 7坑計 44.5% 71.6% 2.llt 0.86t 2.06

2 1.589 0.979 1.854 4.09人麻 生 6坑計 57.0% 77.0% 1.08t

0.54t 1.611 1.394 1.487 2.568 2.38人地 大 8坑計 45.3% 77.0

% 1.52t 0.62t 2.033 1.624 1.336 2.603 3.69人小計 27坑計 44.6% 76.6% 1.93t 0.63t 1.935 1.598 1.003 2.537 3.75人

計 39坑計 40.6% 76.8% 2.06t 0.66t 2.039 1.681 0.990 2

.547 3.54人中 小 27坑計 58.6% 78.5% 1.09t 0.54t 1.466 1.331 1.345 2

.465 3.35人総計 66坑計 44.2% 77.2% 1.80t 0.63t 1.882 1.597 1.046 2.535 3.5

1人(注) ｢地大｣は月島 ･明治 ･麻生以外の地方大手 (大正

,蔵内,嘉穂,飯塚)｡賃金は 月間総賃金 (賞与 ･手当を含む)÷稼働延人員

で計算｡稼働千人当死傷者数は,原表の記載には明らかなまちがいが多かったので計算し直

した｡(資料) 第 1表

と同じ資料より作成｡与に象徴

されるように,けっして納屋制度がもっていた

人身支配的管理方式を排除するものではなかっ

た｡Ⅴ 中小炭鉱の労務管理の特質

以上,筑豊を代表する三大炭

鉱資本の労働統轄について見てきたのであるが,最後にそ

の対極にある中小炭鉱の労資関係の特質について一瞥し

ておきたい｡1 筑豊における中小炭鉱の状況まず

,筑豊における中小炭鉱の生産力 ･労働条件を大手炭鉱と

の比較で見ておきたい｡第6表は,第 1表と同じ193

5年5月の現況調査を集計しまとめたものである｡＼を消したが,坑内にお

ける労働条件は別としても,社宅における炭坑労働者の生活は,労務係の第-線である外

勤,寮長,繰込等によって厳重に管理統轄されてい

たのであり,従来世話役を通じて間接的に加え

られた資本の圧力が,今や直接的に加えられる

ようになったのである｡｣ (隅谷,前掲 『日本

賃労働の史的研究』,109ページ)0

石炭産業の生産力の指標たる-人当たり出炭

高をみてみよう｡ 採炭夫一人当たりでは,大手炭鉱の平均が 2.06tであるのに対 し中小炭鉱

は1.09tで,大手の半分程度に過ぎない｡ところが仝鉱夫一人当た りでは,大手の0.66t

に対して中小は0.54tで,大手の8割強を確

保している｡ これは全鉱夫に占める採炭夫の比

率が,大手炭鉱では4割であるのに対し

て中小炭鉱では6割近くと極めて高いからに他

ならない｡次に一日の平均賃金をみると,採炭

夫では中小は大手の7割強,仝鉱夫では8割弱

である48)｡一方,出炭 1トン当たりの賃金コストを試算

してみると,採炭夫賃金コストでは中小炭鉱は大手炭鉱

より4割近く高いが,仝鉱夫賃金コストでは逆にわずか
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第 7-1表 鉱種別法規違反件数
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金属山 石炭山 石油山 非 鉄 合 計

石炭比全国鉱山数 (1931年 6月) 406 372 92 129

999 37.2%鉱山法及鉱夫労役扶助規則関連 74件 318件

7件 1件 400 79.5%鉱夫雇傭労役規則関連 46 354 1 5 406 87.2

%工業労働者最低年齢法関連 3 3

100%合 計 120 67

5 8 6 809 83.4%(荏) ｢石炭比｣は筆者が計算した｡(資料) 『筑豊石炭鉱業組合月報』第28巻,339号,1932年,55-64ページ｡

第 7-2表 監督局別法規違反状況札 幌 仙 台 東 京 大 阪 福 岡

福岡比鉱山法及鉱夫労役扶助規則関連 17件 40件

16件 28件 299件 74.8%鉱夫雇傭労役規則関連 8 19 5 22 352

86.7%工業労働者最低年齢法関連 0 0 0 1 3

100%合 計 25 59 2

1 50 654 80.8%(荏
) ｢福岡比｣は筆者が計算した｡(資料)第7

-1表と同じ｡いるとともに,その賃金 を低

く抑 えることによってかろうじてその経営を維

持 していたのであった49)｡ このことはまた

,戦間期に進行 した採炭機構の合理化が中小炭鉱

までは及んでいなかったことを示 している｡ したがって,中

小炭鉱の鉱夫統轄についていえば,採炭機構合

理化を進めた大炭鉱において見られたような変化

は,この時期には生 じなかったとみることができよう50

)｡この点に関連 して ｢筑豊炭坑労働事情｣は,互助会系

中小炭鉱の ｢労働行政｣の特徴 として,49) 荻野喜弘は
戦間期における炭鉱労資関係の変化の特徴の一つとして,｢炭

鉱労資関係の類型的特質は---従来のごとき地域別とい
うよりは,むしろ大手,中小という経営規模別に強く見られる

｣(前掲書,279ページ)ようになり,｢炭鉱労
資関係において二重構造が成立したといってよかろう｣(同434ページ)と指摘している｡もっ

とも,第6表のデータでみるかぎり,同じ大手炭鉱でも,
全体として財閥経営の大手と地場資本経営の大手との間

で明確な格差がみられる点は注目に億する｡50) 採炭機
構合理化のおくれた中小炭鉱の稼働千人当り死傷者数が
,大手炭鉱よりもかえって低くなっている点は注目され
る｡もちろん偶然的な要素のある事故について1ケ月だけの数値で判断するのは早計であるが,採炭機

構合理化が必ずしも炭鉱労働の安全性を高めたとは
いえないことだけは指摘できるであろう｡この

点に関しては,前掲拙稿 (『史林』107ページ)参照｡

｢賃金の安 きこと｣のほか,｢暴力｣と ｢法規の違反｣をあげている51)｡ ここでは ｢法規違

反｣について考察 してみよう｡2 炭鉱にお

ける法規違反第 7表は,内務省社会局が調

査 した1931年の全国鉱山における法規違反状況であ

る｡ 臨時検査等によって把握 した限りでの数字であるから,

法規違反の全貌を伝 えているとは言い難いが(1931年度の臨検実施鉱山は261で全国鉱山の 2

割 6分にすぎない),全体の傾向を知ることはで

きよう｡まず鉱種別の違反件数では,第 7-

1表にみるとおり全鉱山数の37.2%を占める

石炭山に法規違反の83.4%が集中してお り,

鉱山のなかでも炭鉱における法律無視がいかに多いかを示 している｡ つ

ぎに地域別で見ると,違反のほぼ80%が福岡鉱山監督局

管内に集中している (第 7-251) 前掲,『石炭研究
資料叢書』,NO.4,202ページ｡ただし,暴

力については,互助会系のうちで ｢比較的実力のある大炭坑において頻繁｣で,小炭坑では｢坑
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表)｡福岡管内ではほとんどが石炭山であり,

しかもその約 6割は筑豊に集中していることか

らすれば,法規違反が極端に多いのが筑豊諸炭

鉱であることは明らかである｡

違反の内容を見ると,｢鉱業法及び鉱夫労役

扶助規則｣関連では,｢鋸夫名簿の作成備付又

は整理を怠る｣が110件でもっとも多く,次い

で ｢就業時刻,休憩,休日に関する事項の掲示

を怠る｣が80件,｢雇傭労役規則及扶助規則の

周知方を講ぜず｣が46件となっている｡ これら

はいずれも手続き上の規則違反であるが,手続

き上の杜撰さが実質的な法規無視につながるこ

とは容易に推察できる｡ 硯に ｢鉱夫雇傭労役規

則｣関連では ｢所定の就業時間を履行せず｣
(41件),｢交替班の終業時転換方法を所定通 り

実行せず｣ (48件)｢所定の如 く休日又は休憩を

与えず｣(47件) というように就業時間や休 日

に関する実質違反が多い｡次いで多いのが,

｢貸金を通貨を以て支払わず又は直接本人に支

払わず｣(41件),｢所定の日に賃金を支払わず｣

(37件)など賃金に関する法規違反である52)｡

内務省社会局のその後の調査の結果を見ると,

1932年の法規違反件数は707件で前年より102件

減少 しているが,｢例年の如 く福岡其の大部分

を占む｣と指摘されている53)｡ついで1933年の

法規違反件数は721件,1934年は592件と減少し

てきた54)が,1935年になると1644件 と前年の

約 3倍に急増 した｡そのうち福岡管内は956件

で総数の58%を占める｡しかも違反の内容をみ

ると,｢注目すべきは従来は形式的手続上の違

反が大部分を占めつつありたるに,本年に於て

は実質的違反が激増したことである｡ 即ち賃金

支払いに関するもの,就業時間 ･休日に関する

もの特に保護鉱夫の就業時間 ･休日に関するも

の,保護鉱夫の深夜業禁止又は坑内使用禁止に

関するもの等が著 しく多数に達した｣と,実質

的違反の急増を指摘 している｡ またその原因と

52) 『筑豊石炭鉱業組合月報』,1932年版,第339号,55-

64ページ｡
53) 『石炭時報』,第8巻,1933年版,58ページ｡
54) 『石炭時報』,第10巻,1935年版,264-267ページ｡
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しては,｢鉱業界の活況に伴ひて,法規に暗き

小企業の族生したること,施設の整はざるに増

産を施行したること,今尚一部の賃金に通貨を

以て支払はざる悪風の存すること等を挙 ぐるこ

とができる｣としている55)｡

以上の公的調査の報告と照らし合わせてみる

時,1935年に作成された ｢筑豊炭坑労働事情｣

が筑豊の中小炭鉱に法規違反が多いと指摘 して

いるのはけっして誇張ではなく,筑豊中小炭鉱

においては,法規違反はむしろ常態化していた

とみることができよう｡

では,社会局の報告が実質的違反として挙げ

ているもののなかで,賃金支払に関する問題に

しぼって掘 り下げてみよう｡

3 筑豊中小炭鉱における賃金支払形態

｢筑豊炭坑労働事情｣によれば筑豊石炭鉱業

互助会傘下の中小炭鉱では,｢賃金を現金にて

支払はざる所多し｡互助会系の炭坑は労働賃金

を金にて支払はず,金券にて支払ふか,見合と

称し他にて通用せざる物を発行 し,是が非でも

高き自家の購買会より購入させんとなして居る

ことも共通である｣56)という｡これに記載され

ている互助会傘下の炭鉱24のうち,賃金支払形

態について記述のあるのは15炭鉱であるが,そ

のうちの12炭鉱までが賃金の一部または全部を

切符や通帳で支払っていると報告されている｡

二,三の例を挙げよう57)｡

｢賃金支払いは一月二回にして,しかも賃

金は現金にて支払はず,支払までには賃金の

見合金はキップ (山幣)にて支払ふ事は他の

炭坑と同じである｡ そのキップの価格の決定

の数字に於てしめさず,素焼券 (ツルハシの

穂先を焼キ)と称してそれを一銭で他の物品

を購買会にて購入することができる｡ 他に薬

券 ･米券等を発行なして炭坑内にては紙幣と

なん等変わることなし｡キップは年に二回現

金と交換なす｣ (橋上鉱業所 ･桃谷炭坑上山

55) 『石炭時報』,第11巻,1936年版,354-357ページ｡
56),57) 前掲,『石炭研究資料叢書』,NO.4,201-235

ベーン｡
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炭坑)｡｢労働賃金は現金にて五割,残 り五割

を通帳にて購買会の物品購入によって仕払し

てる｡ 福利施設たるべき購買組会(ママ)の物

品は市価より三割高く,物品の素質悪く,特

に米わ唐米以上に悪い｣(金丸鉱業 ･金剛炭

坑)｡｢労働貸金わ現金にて三割,切符にて七

割を仕払いつつあったが,最近わほとんど現

金わなく切符にて,此の切符たるや殆んど永

久に現金 とわ取換えられない｣ (松尾鉱業

所 ･新高江炭坑)｡

以上に見るごとく筑豊の中小炭鉱の鉱夫は,

低賃金の上に他では通用 しない金券や通帳によ

る支払いによって炭鉱に緊縛され58),しかも購

買会で高値で購入させられることによって二

重 ･三重の収奪を受けたのである｡ 中小炭鉱の

鉱夫は,いわば坑主を納屋頭とする納屋制度そ

のものの支配下にあったとみなすこともできよ

う ｡

ⅤⅠ 小 指

以上戦間期の筑豊諸炭鉱における納屋制度の

解体過程,鉱夫統轄の変化とその実態を概観し

てきた｡筑豊における三大炭鉱資本たる三菱 ･

月島 ･三井の各炭鉱いずれにおいても納屋制度

の廃止,直轄制度への移行がなされ,中間支配

者として鉱夫を搾取 ･収奪してきた納屋頭 ･世

話役は基本的には姿を消した｡ただし,そのこ

とは必ずしも納屋制度にともなっていた人身支

配的鉱夫統轄の解消を意味するものではなかっ

た｡単身鉱夫に対する管理については月島の合

宿所の例のように納屋制度とほぼ同じシステム

をもつケースもみられたし,直轄制度のもとで

の労務係の入線賞与もまた納屋制度的管理方式

58) とはいえ,これを中小炭鉱のみに特有のものとみなす

ことはできない｡さすがに大炭坑では金券による支払い

は姿を消していたとはいえ,先にみたとおり単身鉱夫の

貸金は飯場頭に支払われるケースがみられたし,住友忠

隈炭鉱では,鉱夫が高利貸から借金せざるを得ないため,

｢高利貸は借主に金を渡す時,借主の労働賃金を受取る

印を抵当として受取 り,炭坑の賃金支払日には高利貸が

れつをなして賃金の支払 日に袋を持って立って居る診

(珍)風影 (景)を呈していた｣(前掲,『石炭研究資料

叢書』,NO.4,169ページ)という｡
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を継承したものであった｡一方,採炭機構合理

化に取 り残された中小炭鉱の場合には,賃金の

切符払いなどに象徴されるように,炭鉱そのも

のがいわば一個の納屋ともいえる状態におかれ,

鉱夫統轄上の変化はほとんどみられなかった｡

とはいえ,筑豊主要炭鉱に関するかぎり,鉱

夫はすべて炭鉱資本の直接管理下におかれるこ

ととなり,その意味では採炭機構の合理化とと

もに鉱夫統轄もまた合理化された｡すなわち炭

鉱資本が,納屋頭ないしは世話役という中間的

支配者を介して,したがってその個々の個性や

資質を媒介として鉱夫を統轄せざるを得なかっ

た段階から,全鉱夫を直接一律に管理する段階

-と鉱夫統轄が合理化され,資本の意図が直接

に貫徹できる条件が整ったのである｡

いま,鉱夫統轄のありかたを労働に対する資

本の指揮権の見地からみた場合,納屋制度下で

あれ直轄制度下であれ,炭鉱資本が一貫して追

求したのは鉱夫の全生活に村する丸ごと管理の

体制をいかに確立するかという点であった｡一

般に個別資本は,必要な労働力の確保が円滑に

行われるかぎりでは,労働者の消費生活すなわ

ち労働力の再生産過程については私事として介

入しない｡しかし,石炭産業にとっては,その

労働の特質から労働力の確保が円滑にいくこと

はむしろ少ない｡炭層の賦存状態に強く規定さ

れる石炭生産においては,機械の自動体系とし

ての工場体制の確立が困難であり,戦間期に採

炭機構合理化が進んだとはいえ,生産過程の一

部で手作業-人力-の依存が避けられなかった｡

しかもその労働は,他の社会から隔絶したとこ

ろでの ｢ひ とを して最後 に選 ば しむ る苦

役｣59)ともいうべき過酷な地下労働である｡し

たがって炭鉱労働-の忌避 ･蔑視の観念はなお

根強く,炭鉱資本にとっては,労働力すなわち

鉱夫とその就労の確保が,絶えず炭鉱経営上の

重要課題であり続けた60)｡

59) 吉村朔夫,前掲 『日本炭鉱史私注』,40ページ｡

60) 鉱夫移動率は戦間期に低下したとはいえ,不況が深刻

化しつつあった1930年 5月時点でも,筑豊における鉱夫

移動率-(解雇数+雇人数)×100/(鉱夫数×2)は,/
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こうした事情から,鉱夫を炭鉱につなぎとめ,

その就労率を高めるために,家族をも含む鉱夫

の仝生活の丸ごと管理が不可欠とされたのであ

る｡ 炭鉱資本としては,｢労務管理が,労働能

率の増進をその目的の一つとするものである以

上,その対象は従業員のみに止まらず,当然そ

の全家族に及ぼねばならない｡換言すれば単に

職場に於てのみでなく,家庭に於ても従業員を

管理せねばならぬ｣61)のであった｡納屋制度か

ら直轄制度-の移行は,そのための条件を整備

することによって,炭鉱資本の鉱夫の全生活に

対する丸ごと管理を強化した｡その意味では,

大炭鉱における労資協調機関や福利厚生施設,

あるいはさまざまな教化団体などによる新たな

鉱夫統合方式もまたその一環であったとみるこ

とができる｡ 同時に炭鉱資本は,単身鉱夫に対

＼三井で4.2% (年 率換算50.4%),三菱で5.9% (同

70.8%),貝島で7.6% (同91.2%),中小炭鉱では8.6%

(同103.2%)に達 していた (第 1表と同じ資料より算

出)0

61) 前掲 『三井田川鉱業所史料 労務管理 1』,45ページ｡

する合宿所主の管理にみられるように,丸ごと

管理に必要な限りでは,納屋制度的管理方式の

部分的採用をも蒔蹄しなかった｡

総じて,納屋制度から直轄制度への移行によ

る鉱夫統轄方式の合理化は,労働に対する資本

の指揮権を,労働過程の管理から鉱夫の仝生活

に対する直接の丸ごと管理にまで拡大 ･強化せ

しめたのである62)｡そしてこの強化された指揮

権が,労働者の資本に対抗する唯一の武器であ

る ｢団結｣すなわち労働運動-の,徹底した弾

圧 ･抑圧という条件62)のもとで行使される以

上,それは炭鉱労働者の資本-の従属の深化を

もたらすこととならざるを得なかった63)0

かかる状況のもとに,1930年代末からの戟時

体制を迎えると,炭鉱労働者は文字通りの労働

監獄に緊縛されて行くこととなる｡

62) 鉱山または炭鉱労働運動にかぎって見ると,鉱山労働

者の労働組合数は,1926年の8組合から1934年の20へと

増加 しているが,組合員数では1926年7,966人,27年

11,198人が1934年には6,460人に急減している｡また炭

鉱労働者の争議参加人数をみると,1924年の5,851人か

ら1934年の648人にまで減少している (協調会発行 『労

働組合及労働争議統計』1935年改定増補再版による)｡

63) もちろんこのことは,この時期に炭鉱労働者の賃金や

福祉などの面での前進,生活の一定の向上があり得るこ

とを否定するものではない｡それらをも含めて,資本に

よる鉱夫支配は総体として深まったのである｡




